
2015年 7月 23日 制定

BHNテ レコム支援協議会

本会の役員 (理事、監事)への報酬の支払いについては定款第 16条に基づき

以下の通 り規定する。

(目 的)

第 1条

(報酬)

第 2条  役員報酬は当面は支払わない。

附 則  平成 27年 4月 1日 より実施する。

以  上



BHNテ レコム支援協議会

この規程は、本会の職員の賃金に関する事項を定めることを目的とする。ただし、

各人の個別の雇用契約内容と相違がある場合は、その契約書が優先する。

(賃金の種類)

第 1条  職員の賃金は、基本給および諸手当とする:

2 諸手当は、夏期賞与・年末賞与、通勤手当、超過勤務手当 (時間外労働手

当、深夜労働手当、休日労働手当)と する。

(賃金の支給)

第 2条  職員の賃金は、法令などに定めるところにより、控除すべき金額を控除し、

直接職員の金融機関口座への振込みにより支払う。

(賃金の支給日および支給方法)

第 3条  職員の賃金 (支給日を別に定め支給する通勤手当および賞与を除く。)の支

給日は、毎月 25日 とする。ただし、その日が職員就業規則 17条に規定

する休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

2 職員を賃金の支給日以後月末までに採用し、または復職させたときの賃金

は、翌月の支給日に支給する。

3 職員が退職等したときは、前 2項にかかわらず、その際、支給することが

できる。

(賃金の計算期間)

第 4条  基本給の計算期間は、当月 1日 から当月末日とする。超過勤務手当は、前

月 1日 から前月末日とする。

2月 の中途における採用、退職等による基本給については、発令の日から起

算し、次条に規定する日割計算をもって支給する。

(日 割計算の方法)

第 5条 基本給の日割計算は、その月額を 1月 平均の勤務日数 20日 で除した額に、

その者の当該月における実働 日数(休 日の日数を除く。)を乗じて得た額と

する。

(労働 1時間当たりの賃金額)

第 6条 この規程における労働 1時間当たりの賃金は、基本給の月額を 1月 平均の時

間数 140時間(20日 ×7時間)で除して得た額とする。

(端数の取り扱い)



第 7条 この規程の定めによって算出した金額に 50銭未満の端数があるときは、こ

れを切り捨て、50銭以上 1円未満の端数があるときは、これを 1円 に切り

上げる。

(基本給)

第 8条 基本給は、職員の職務内容、能力、知識、勤務成績、年齢、社会経済状況・

雇用状況、本会の財政状況等を考慮して個別に決定する。

(昇給)

第 9条 昇給は勤務成績その他が良好な職員について毎年 4月 に行 う。ただし、本会

の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがあ

る。

(夏期賞与 0年末賞与)

第 10条 別に定める「賞与・謝礼に関する内規」による。

(通勤手当)

第 11条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常

例としている職員に支給する。

2 通勤手当は、交通機関利用の運賃については実費とし、最寄りの駅まで自

動車等を利用する場合のガソリン代、駐車場代等は支給しない。

3 通勤経路は、時間および運賃等の経済性、かつ、通常一般の通勤経路状況

から事務局長が承認・決定する。

第 12条

3

2

超過勤務手当は、所定労働時間を超える労働または休 日の労働に対 し、

労働 1時間につき、第 6条に定める 1時間当たりの賃金額に、労働基準

法を考慮 し次に掲げる労働の区分に応 じた割合を乗 じて得た額を支給す

る。

時間外労働 (17時 30分～22時 00分、05時 00分～09時 30分)

時間外労働 (1月 45時間以下)    1時 間当たりの賃金額×125%

時間外労働 (1月 45時間以上)    1時 間当たりの賃金額×135%

深夜労働 (22時 00分～05時 00分)  1時 間当たりの賃金額×150%

休 日労働 (05時 00分～22時 00分)  1時 間当た りの賃金額×135%

(代替休 日 (以下「代体」という)または振替休 日を取得しない場合)

休 日深夜労働 (22時 00分～05時 00分) 1時 間当たりの賃金額×160%

時間外労働および深夜労働においては、2時間につき 15分を休憩時間と

し、休憩時間は手当支給の対象外とする。

(例)17:30～22:40ま で労働 した場合。

17:30～19:30  実働

19:30～19:45  休憩



19:45～21:45   実働

21:45～22:00  休憩

22:00～ 22:40  実働

米 実働時間外労働 4時間、実働深夜労働 40分

4 時間外労働および深夜労働の lヶ 月の実働時間集計において、それぞれに

端数の分数が 15分を超えた場合は 1時間に繰 り上げ、超えない場合は切 り捨

てる。

5 休 日労働については、通常労働の勤務形態とし、深夜労働については、

前 2項および 3項 と同様とする。

ア 休 日労働を行った場合には、その翌日から 30日 以内にその代休を、また

は同一週内に振替休 日を取得することができる。

イ 代休を取得 した場合は、2項の休 日労働手当は 1時間当た りの賃金額の

35%を支給する。

ウ 振替休 日を取得 した場合は、2項の休 日労働手当は支給 しない。

6 時間外労働、深夜労働および休 日労働が必要な場合には、事前に事務局長

の指示を受ける。また、代休または振替休 日の取得においては事前に事務局

長の承認を必要とする。

7 出張期間中は、時間外労働、深夜労働および休 日労働の超過勤務手当は支

給 しない。ただし、休 日に労働することを事務局長に承認を得た場合は、振

替休 日を取得することができる。

8 事務局長、事務局次長の職にある者については、超過勤務手当は支給しな

い。

9 フレックス対象職員が、職員就業規則第 19条に定める清算期間において、

同条 2項に規定する労働すべき総労働時間を超えて労働した場合、2項に定

める深夜労働の時間帯に行った勤務に関しては 1時間当たりの賃金額×

150%を、それ以外は'1時間当たりの給与額×125%を支払う。

1991年 10月 1日制定

2007年 5月 1日 改正

2012年 4月 1日 改正

2016年 1月 12日 改正

2016年 3月 14日 改IE

2016年 4月 4日 改正

2016年 9月 21日 改正

2018年 4月 1日 改正

2018年 11月 1日 改正



BHNテ レコム支援協議会

この規程は、本会の嘱託および臨時雇 (以下嘱託等とい う。)の賃金に関する事項

を定めることを目的とする。ただし、各人の個別の雇用契約内容と相違がある場合は、

その契約書が優先する。

(賃金の種類)

第 1条  嘱託の賃金は、嘱託手当および諸手当とするざ

2 臨時雇の賃金は、臨時雇賃金および諸手当とする。

3 諸手当は、通勤交通費、超過勤務手当 (時間外労働手当、深夜労働手当、

休日労働手当)と する。

(賃金の支給)

第 2条  嘱託等の賃金は、法令などに定めるところにより、控除すべき金額を控除

し、直接嘱託等の金融機関口座への振込みにより支払う。

(賃金の支給日および支給方法)

第 3条  嘱託等の賃金 (支給日を別に定め支給する謝礼を除く。)の支給日は、毎

月 25日 とする。ただし、その日が嘱託等就業規則 11条に規定する休日

に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。

2 嘱託等を賃金の支給日以後月末までに採用したときの賃金は、翌月の支給

日に支給する。

3 嘱託等が退職等したときは、前 2項にかかわらず、その際、支給すること

ができる。

第 4条  嘱託手当、臨時雇賃金および超過勤務手当の計算期間は、前月 1日 から前

月末日とする。

2月 の中途における採用、退職等による賃金については、雇用の日から起算

し、次条に規定する日割計算をもって支給する。

(端数の取り扱い)

第 5条 この規程の定めによつて算出した金額に 50銭未満の端数があるときは、こ

れを切り捨て、50銭以上 1円未満の端数があるときは、これを 1円 に切り

上げる。

(賃金の額)

第 6条 嘱託等就業規則第 3条 (1)の①の嘱託に支給する嘱託手当については、別

に定める「プロジエクト及びその他従事者に支給する手当内規」による。



2 嘱託等就業規則第 3条 (1)の②の嘱託に支給する嘱託手当については個別

にきめる。          ‐ ・

3 臨時雇に支給する臨時雇賃金については個別にきめる。

(通勤交通費)

第 7条 通勤交通費は、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常

例としている嘱託等に支給する。

2 通勤交通費は、交通機関については実費とする。最寄りの駅まで自動車等

を利用した場合のガソリン代及び駐車場代等は支給しない。

3 通勤経路は、時間および運賃等の経済性、かつ、通常一般の通勤経路状況

から事務局長が承認・決定する。

第 8条  超過勤務手当は、1日 において実働 7時間を超える労働または休 日の労働

に対 し、労働基準法に基づき支給する。

2 時間外労働、深夜労働および休 日労働が必要な場合には、事前に事務局長

の指示を受ける。また、代休または振替休 日の取得においては事前に事務局

長の承認を必要とする。

2018年 4月 1日 制定

2018年 11月 1日 改正



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 BHNテ レコム支援協議会 事 業 年 度 2年 4月 1日 ～3年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

会費収入 39,284,000円

寄付金収入 35,776,426円

助成金収入 1,516,803円

補助金収入 172,661,261円

特定非営利活動にかかる事業収入 4,841,319円

受取利息・雑収入 23,363円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 254,103,172円

(1)収益の源泉別の明細

入金の明細

該当なし

該当なし

入 先借

円

円

金    額

円

円

円

円計△
ロ

(3)その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

譲 渡 資 産 の 内 容

該当なし

料 金

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等

円

る

に係る料金及び条件等

係 る び条件等

貸 付 資 産 の 内 容

該当なし

料 金

円

円

条  件  等

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事i項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら |ロ と

る取 の 5者

費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 を含む。)

取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

NGO連携無償資金協力・ミ

ヤンマ…紛争・4期
515,054,788

円

NGO連携無償資金協力・ミ

ャンマー紛争 5期

NGO連携無償資金協力・ミ

ャンマーCAシステム7次
NGO連携無償資金協力・ミ

ャンマーCAシステム8次

2,626:100円 APT研修  (2020)

ソーラ発電装置 2,911台

22,650, ソーラ発電装置 1,577台

9,941,484円

1,400,000円

円

41,269,999

円

事務所賃貸料・電気料

住所又は所在地 取引金額

3,503

氏名又は名称

ミャカ■
◆

"7次
&紛争被

害者支援 4期監査報酬

取 引 内 容 等

37,073,473

円

譲渡資産の内容等譲 渡 価 格取引先の氏名等

該当なし

住所又は所在地

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

譲 渡

年月日

法人との

関  係



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

住所又は所在地
役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

2たノ1～

ν381
9,941,484円

円

円

円

円

円

事務所賃料・電気料

円

取引先の氏名等
法人との

関  係

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万 円 であるものに限る )の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5 給与の総額等に関する の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

300,000円

1,000,000円

252,775円

1,241,153円

円

2020ノ 5ノ20

2020/7ノ20

2020/7/20.

2021/3ノ 31

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合計 2,793,928円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

42人 36,575,615円



6 出 し に る し 寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

2020ノ 10ノ 16 人材育成 7,000,000円 ｀

円

円

Fl

円

円

円

円

円

円

合   計 円

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への
しを行っ 日]

実  施  日 使 途 金   額

.該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定り1攀稀l蝉騒朧 人鵬Nテレコム支援協議会 チェッタ欄

3運 営組織及 して次に掲げる基準に適合していること
′

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄D人数等:よ 第3表付衰1『役員の状況」から転配してくださしヽ

③臓d〕こついて|よ 小数点以下第2位を切り捨てた数値を配載してくださしヽ

ロ

項  目 最も人数が多

い「枷屏罰 の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の規

族等」のグループの人数

役員数

@諄①

① ② ③ ④
区  分

③ 1年 4月 1日へ2年 3月 31日 40人 0人 0% 7人

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人

申 田 時
人 人 % 人

割 合

G卜◎

⑤

17.5%

%

%

%

%

%

%

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえいいえ

申請時

はい

いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係)_

認定基準等チェック表  (第 3表) 靱 刻

∝憲申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3:口|:ま、法第馬条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記職及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、、

添付を省略することができます。                                           
｀



第3表 (りCD

健憲申D
認定の有効期間の更新の申請に当たつてIム 法第5条第1項に基づく書類1鰯眼閣日闘曜鼎提出1■Dに調載した事項について、改

めて記載する必要はありません.

| ○ コこおいて、「翔銅 明`らかでないも例 とは 汎uS費用として支出した錨彫)う ち、その費途を確認することができないも
|'

|のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭で|その費途が明らかでないものが、これに当たりま九 なお、意図的にその支[麟ヨを
|

1明
ら洲こしない支出がある場合も、当湘こ暉脳MS明 ら力毬 いもの」があることになり、認定を受けることはできま軌 ・

 |
L______………………_____¨ _______________________________… …_______________¨ __… …………____________… __________:

3

申1請時

はい

いいえ

はい

いいえ いいえ

はい

しヽ えヽ いいえ

項
「
ヨ ⑤ ① ◎ ①③ ◎

κE'ヽ

∨
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

いいえ

はい

セヽいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

はい

いいえ

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① …二巳

=塾
ロ

有・無 有。無 有 。無 有・無 有。無
費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。① 有・無

ハ

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

区分欄の「③引①」の各閥にどな 実績開1陸期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1'役員の状況」を記載して、「①り、「②」

及び Π④」の各欄に該当する人数を転記しま・九

該当する一方を「○」で囲みま・九
「上記を証する書類の名称とその内容詢 欄には、例え

ば、「定款 (又は会員0第0条に『各正会員の表決権|よ

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載しま
‐
九

イの各欄

口の各欄

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みま・九

なお、nC】 から RЭ」について|ム イに記載する各期

間
=「

③」から「①_D_を示したもの:で主. _____

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」め「はし」

、__基:二K≧1.=L“重菫量金|に≧!壺:箋itti匡 :壁]屋:腱:≧]壷:

生堕茎二塾二

② 口帳簿書類の備付け、取引の記録及

U嗜尊中書類″り釉存を青色申告汽人に準

した塑墜当こ里二」Eユ菫週量奎≧_[1:菫菫1』:

自]LZ2」因塑]」._と :塾:」1≧l`:国 iE」Lどコ⊆:≦_」菫菫

じて行つている」の fltt rr tl lOr

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みま`九

なお、nC】 から 口①」についてlム イに記載する各期

間 (Π①」から輌①」)を示したもの・で丸。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

平成 22年 6月

25日就任

令和 2年 9月

18日 就任

平成29年 7月

1日 就任

平成30年 9月

20日就任

令和 2年 9月

18日 退任

平成 27年 7月

1日 就任

平成 29年 6月

15日 就任

令和元年 7月

1日 就任

令和元年 7月

1日 就任

理事

法人名
特定非営利活動法人 BHNテ レコム

支援協議会
③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請 時

役  員  数 40人 ―
人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0人 人 人 人 人

(2 最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数

7人 人 人 人 人

人 人

人 人

人 人

役 員 の 内 訳

氏 名 住  所 職名 続柄等

′

相澤 紘史′ 理事

赤生 邦雄 理事

赤羽根 靖隆 理事

荒木 正 理事

有馬 修二 理事

理事伊藤 雅樹

井上 友二

就 任 等 の 状 況

③ ⑥ ◎ ① ◎ ① □田
就任・退任

年月日

○

○

○

.○

○

○

○

○
今井 正道 理事



上田 博正 理事

海野 忍 理事

蝦名 満

大平 高史

佐藤 征紀

小原 琢彦

片山 泰詳

加納 貞彦

喜井 廣明

木曽 和佳子

樽松 八平

古野間 計久

○

○

理事

理事

ヽ
″

′
ヽ

〇

理事

○

○
理事

理事
○

○

○

○

理事

理事

理事

理事

○

理事
○

○

篠原 郁二 理事

平成29年 7月

1日 就任 ・

平成30年 6月

14日就任

平成 30年 9月

20日就任

令和 2年 9月

18日 退任

令和元年 9月

20日就任

令和元年 7月

1日就任

令和2年 12月

18日 退任

平成27年 6月

18日就任

平成 29年 7月

1日 就任

平成29年 9月

14日 就任

令和元年 7月

1日就任
｀

平成 19年 7月

1日就任

平成23年 7月

1日就任

平成19年 7月

1日就任

平成 30年 9月

20日就任



田中 和彦 理事

土橋 康輔 理事

富野 岳士 理事

富保 諄一郎 理事

浪方 竹葉

平川 芳宏

藤田 聰

保谷 秀雄

堀田 明男

堀江 宏治

前川 榮夫

前沢 夕夏

○
平成24年 9月

27日 就任

○
令和元年 7月

1日 就任

○

平成 30年 6月

14日 就任

令和元年 7月

1日 就任

令和 2年 9月

18日 就任

平成 28年 6月

16日 就任

平成 16年 6月

18日 就任

令和元年 7月

1日 就任

令和元年 7月

1日 就任

令和元年 9月

20日 就任

平成 21年 7月

1日 就任

令和元年 9月

20日 就任

平成 27年 7月

1日 就任

|

理事

理 事

理事

理事

理事

理事

ヽ

理事

理事

○

○

○

○

○

○

ヽ
ノ

′
ヽ

○

○

○
牧 貞夫 理事



森本 吉彦

山下 俊一

理事 平成 26年 6月

18日 就任
○

理事

○

山下 学
○

中中 淳司

山本 恭子

音岡 義博

吉村 美奈子

野中 正晴

(注意事項)認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

理事

理事

平成 17年 7月

1日 就任

平成 24年 6月

20日 就任

平成30年 9月

20日就任

令和 2年 12月

18日 就任

平成 27年 7月

1日 就任

令和元年 7月

1日就任

令和元年 7月

1日 就任

平成 29年 7月

1日 就任

宮原 克元

監事

監事

記載した事項について、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人B]田Nテレコム支援協議会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト(会計ヨ)使用 毎月 10年

ルーズリーフ

仕訳帳 会計ソフト(会計ヨ)使用

ノンニズリーフ

毎月 10年

10年給与台帳

海外拠点経費一覧表

入金伝票

給与ソフト(弥生 21)使用

ルーズリーフ

毎月

コ1ク tリレ

ルーズリーフ

毎月 10年

10年

10年

単票

ノレーズリーフ

都度

支払伝票 単票

ノレ~ズリーフ

都度

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(制躍噸 )

・ 『伝票又I測臓障名』相は、例えば「入金伝票」、「出麺 、『振替伝票」、I覇金出納鱚コ、「総勘定元相」などのように配載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、『単原」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように配載します。

口 「記帳の時期」欄は、:職時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出■臓Diこ記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



特定非営禾1雌置法人騒Nテレコム支援協議会 チェッタ欄法人名

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の議渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

であること

ロ

覇 爵①◎ ① ◎項
日

【 ③ ⑮

有 。無有 。無 有・ 無 有 。無 有 。無宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有 。

① 有 0無

有・ 無 有 。無 有 ・ 無 有・ 無有 。① 有 ・ 無 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動・

有 ・ 無有 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 。無
特定の公職の侯補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する潤動

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 五 コ

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の関只当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有 有 。無 有・無 有。無 有 。無 有 。無 有 。無

有・無

役員等又l当員員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における個頃に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が粛配する

法人と当法人の間の資産の議渡等に関して特別の利益の供

′
~ヽ

有ヽ3ノ 有・無 有・無 有。無 有 。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事
有① 有・無

業の運営に関して特別σ冴

“

協ン)1共与の有無

営利を目的とした事業を行う者及びィの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有 有・無

有 。無 有。無 有・無 有 。無 有・無

有・無 有。無 有 。無 有 。無 有 。無

書式第 10号 (法第44条・51条・58・条関係)

認定基準等チェック表‐(第 4表) (初葉)

帷憲1申D
曜職基準等チェック表 (第 4表)」 はt法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0ヽ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類

て、添付を省略することができます。   、

1主記載した事項につい



捕掟釧ヨ営禾1雌緊瑚史人騒Nテレコム支援協議会 チェック欄法人名

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程  ・

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他■定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる1書類について閲覧の請求があった場合に:よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。
しない

※回覧に関する細則 OL村規隕ID 等がある場合には、その細則 側躊繊凰D等を添付してくださV、

① 事業報告書等 (事業報割魚 財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:誦D
② 役員名簿

③ 定訣等 (定款、認証書の写し 登諮事項証明書の写D

各認定聾孵割鏡 る旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を調載した書類

前祠り溜甲農:α※鷺員|1郭□bO妍劇罰綸与・の齢 にi野するガ謝星

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者鑢 偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

.の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員鑢 偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該洵人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその翻附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

意

ヽ
ノ

ヽ
る

″

∈

．

イ

ロ

ホ

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )・

ェック (第 5表)

饉憲1中曰
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員琳固騰閣型等提性l書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



蔀 悌 ■4号 (法第44条・51条・58条関Ю

‐
認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特走1耀折申鴨麟訳BENテレコム支翻絵

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)‐

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

月  日～  月  日 設立年月 日事業年度

∝意1申D
口 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬朗程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:勘

は、記載する1必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の駒 必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 緞 員1囲腸欅割調 書類)に記載した事項につして 、改め・α聞ける必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第 チェッタ欄

29条の規定により所轄庁に提出していること

特定非消申|1偏置艇進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無有 任 有 ・ 無 有 毎
小

有 佃 E 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの チェッタ欄

利益を得、又は得ようと る:事
1実がないこと ′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

'注・認定基準等チェック表 (第7莉)は、法第騒条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の掏出時に記載及

び添付する必要力
'あ

ります。

④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ・ 無肴 ・① 有 ・ 無 有 」轟 有 ・ 無 有 任 有 」聾
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欠格事由チェック表

法メ諸 特定非営利活動法人BINテレコム支援協議会 チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り を取り され

た場合において、その取消しの原因とな 日以前 1

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等田)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等鉄2).
2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (1認

5 日から3 しない法人
6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力1こ該当する者の有無

認定特定チP浄日1暉動法人が認定を取り消

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認1定特定非営利活動法人|のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無|      ′

有

禁鯛以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無 ヽ

有①

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有①

暴力団の機成員等の有無 有 。①

，
“ 認1定又は特

"i認

定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい。(亜》

3 定軟又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい。(五》

4 国税又は地方税の滞納電脳鳴館が されているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人                 ′
はい

灘
犠

認定、4椰1幌定又は認定の有効期間の更新の申請時に、±』塁
`率

墨箆コ固】壁窒量豊塾二≧:菫整雹量塑LL重□自堕E匪墜

_■【望2生堕:塁墜:園:整睡:菫」壁:塵:墾」墜:堕:璽[壁量ユ≧L愛菫
`量

:塑:日囲璽堕墜墜塑璽理理堕型塑:奎塁二_
(注 1)その他の朝 臓 ある場合は、その他の事務所所在の滞納処分|に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

出 くヽ5 国税に係る重加算税又は地方税に係る亘ジ,噸庫金を課された日から3年を経過しない法人

り^ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 はい。C=シ)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はいく工,)

′

イ

ロ

ハ


